
こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）コースについて 

 

令和８年度から実施する「こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）コース」を申込む（受講を希望する）場合、必ず、次の内容を確認してください。 

 持っている  

 

持っていない 

 

〇受講科目…専門研修①、専門研修④  

〇受講料…5,000 円 

※受講申込書の保有資格欄について、子育て支援員

（地域型保育）に☑し、修了証の写しを添付のうえ、郵送

によりお申込みください。 

※併せて（同時に）一時預かり事業（専門研修③）・居宅訪問型保育

研修⑤の申込み（受講）を希望する場合は、子育て支援員研修事務局

（080-9818-0164）までお問い合わせください。 

 

 

希望する 希望しない 

〇受講科目…基本研修、専門研修①、専門研修②、専門研修④                

〇受講料…5,500 円 

※受講申込書の（３）（４）の項目は、第６回次以降の同じ内容（回次）を記入し

てください。 

※併せて（同時に）一時預かり事業（専門研修③）・居宅訪問型保育研修⑤の申込

み（受講）を希望する場合は、子育て支援員研修事務局（080-9818-0164）までお

問い合わせください。 

 

 
希望する 希望しない 

第 6回次以降のご希望の回次を選んで申し込んでください。 

〇受講科目…基本研修、専門研修①、 

専門研修②、専門研修④ 

〇受講料…5,500 円 

※併せて（同時に）一時預かり事業（専門研修③）・居宅訪問型

保育研修⑤の申込み（受講）を希望する場合は、子育て支援員研修

事務局（080-9818-0164）までお問い合わせください。 

〇受講科目…基本研修、専門研修①、専門研修④               

〇受講料…5,000 円 

※受講申込書の（４）の項目に、第６回次以降のご希望の回次を記入してください。 

※併せて（同時に）一時預かり事業（専門研修③）・居宅訪問型保育研修⑤の申込

み（受講）を希望する場合は、子育て支援員研修事務局（080-9818-0164）までお

問い合わせください。 

（※１）第１回次の子育て支援員研修（地域型保育）コース、第

６回次のこども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）コースの受

講が決定した場合 

例えば、第１回次の「子育て支援員研修（地域型保育）コース」を受講（基

本研修、専門研修①、専門研修②）し、残念ながら不認定となった場合、第６回

次の「こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）コース」を受講（専門研修

④）することは可能ですが、子育て支援員研修（地域型保育）コースの認定を受

けたい場合は、再度、申込み（受講料）が必要です。 

なお、逆の場合、（こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）コース不認

定）も同様です。 

併せて（同時に）子育て支援員研修（地域型保育）コースの申込み（受講）を希望しますか？ 

 

子育て支援員研修（地域型保育）コースの申込み（受

講）希望回次について、こども誰でも通園制度（乳児等通園

支援事業）コースと同じ回次を希望しますか？ 

 

第 6回次以降のご希望の回次を選んで申し込んでください。 

第 6回次以降のご希望の回次を選んで申し込んでください。 

子育て支援員研修（地域型保育）コースは第１

～９回次のうち、ご希望の回次を選んで申し込んでく

ださい。また、こども誰でも通園制度（乳児等通園支

援事業）コースは、第６回次以降のご希望の回次を

選んで申し込んでください。      （※１） 

 

 


